
鶴岡市の高病原性鳥インフルエンザの 

事例、H5N1 亜型確定 

移動制限区域内（3km 圏内）の養鶏場、 

発生状況確認検査の結果陰性 

  

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

・12 月 13 日、鶴岡市の養鶏場で確認された高病原性鳥インフ
ルエンザ疑似患畜について、動物衛生研究部門＊が実施した遺伝
子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザ（H5N1 亜型）の患畜
と確認。   ＊国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門 

 

 

 

 

【概要】 

・移動制限区域内の１養鶏場について、12 月 8 日に発生状況確
認検査（抗体検査、ウイルス分離）を実施し、陰性を確認。 

 
【今後の予定】 

 ・発生農場の防疫措置完了後10日経過した後に、移動制限区
域内の１養鶏場の清浄性確認検査を実施し、結果が陰性であれ
ば、国との協議の上、搬出制限区域（3km～10km圏内）が
解除されます。（結果判明予定12月27日予定） 
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鶏に異状が認められた場合は速やかに連絡してください！ 

庄内家畜保健衛生所：０２３５－６８－２１５１ 

（夜間・休日は緊急携帯電話へ転送されます） 


